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平成２９年５月８日
第３回 子吉川「大規模氾濫時の減災対策協議会」

資料－２

水防災意識社会再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。
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対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域 1



子吉川「大規模氾濫時の減災対策協議会」の構成と目的

１．協議会の設立 ［平成２８年５月１３日］

「水防災意識社会再構築ビジョン」は「減災のための目標」を共有し、ハード・ソフト対策
を一体的かつ計画的に推進することを目的とする。

このうち、本協議会は「住民目線のソフト対策」の策定・実施について、由利本荘市
・秋田県・国等の関係機関が協議・情報共有を行う事を目的に設立する。

２．協議会の構成と目的

協議会

①現状の水害リスクや取組状況の共有
②「減災のための目標」を実現するために必要な「取組方針」の作成
③「取組方針」の実施状況のフォローアップ
④その他減災対策に関して必要な事項

１．二つの目的

幹事会 協議会の運営に必要な情報交換・調査・分析・減災対策等の各種検討・調整

事務局：秋田河川国道事務所 調査第一課

由利本荘市 秋田県 秋田地方気象台 秋田河川国道事務所

② 目標達成のための『取組方針』の策定

① 『減災のための目標』の設定

２．実施事項
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減災のための目標 ［平成２８年５月１３日設定］

子吉川は近年まで度重なる水害が発生している河川である。その
特徴として、本川と３支川がほぼ同時に合流すること等から急激な
水位上昇が生ずるため、迅速な防災行動が求められる。
今後、発生しうる大規模水害に対し、子吉川では「伝える・促す・守り

きる」取組を着実に進め、氾濫被害の最小化を目指す。

「伝える」適切に情報を収集し、わかりやすい情報を、速やかに伝える取組

「促す」 判断・行動の遅れによる被災を防ぐための迅速・確実な避難行動
を促す取組

「守りきる」 住民の暮らしと生命を守るための現場での取組および住民
自らが行う取組

■減災のための目標

■目標達成に向けた３つのキーワード
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各構成機関が実施するソフト対策のうち、現状の取組を継続して実施していくとともに、想
定最大規模の洪水による大規模氾濫に対応した現状の取組の見直しと今後新たに取り
組んでいく主な項目・目標時期・取組機関について取りまとめた。

子吉川の減災に係る取組方針［平成２８年９月２日策定］

ソフト対策

①「伝える」

適切に情報を収集し、わかりや
すい情報を、速やかに伝える
取組

②「促す」

判断・行動の遅れによる被災を
防ぐための迅速・確実な避難行
動を促す取組

③「守りきる」

住民の暮らしと生命を守るため
の現場での取組および住民自ら
が行う取組

■ 「減災のための目標」達成に向けた３つのキーワード

現状の水害リスクや取組状況と課題を整理

「減災のための目標」を達成するための対策 ＝ 取組方針

◉ 現状の取組を想定最大規模の洪水による大規模氾濫に対応するよう見直しながら継続実施
◉ 課題を解決するための新たな取り組み

－ ３つのキーワード毎に「取組方針」を整理 －

①「伝える」 取組 ②「促す」取組 ③「守りきる」取組

■ 「子吉川の減災に係る取組方針」

【協議会】

協議会スケジュール（平成２９年５月時点）

【協議会】

第１回 平成２８年５月１３日
•協議会設立
•「減災のための目標」の設定
•現状の把握

各機関の取組状況
洪水対応における課題

•「取組方針」の検討の進め方を決定

第２回 平成２８年９月２日
•「取組方針」の策定

第３回 平成２９年５月８日
•「取組方針」に基づく取組状況の確認

【幹事会】

を共有

子吉川「減災のための目標」
「取組方針」の公表

第１回 平成２８年８月３日
•各機関から「今後の取組」（案）を報告
•「取組方針」（案）の検討作成

Ｈ27
年度

【準備会】 平成２８年３月９日
秋田県・由利本荘市・秋田地方気象台・秋田河川国道事務所
•協議会設立に向けた趣旨説明

Ｈ28
年度

Ｈ29
～
Ｈ32

毎年、本格的な出水期前（５月頃）に
協議開催。非出水期、年度末等に
幹事会を開催し、フォローアップを行う。

「取組方針」に基づき対策を継続
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【幹事会】

第２回 平成２９年３月６日
•平成２８年度取組状況
•平成２９年度取組計画 各機関から報告


